
WebNACCS外為法関連業務
さけ・ます（２号承認）の電⼦申請

令和７年10⽉

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農⽔産室

1



経済産業省へ承認申請・承認書の受領

⽔産庁（資源管理部 管理調整課）へ、
⑴事前確認申請書、⑵使⽤原料確認票等を提出し、確認書の発給を受ける。

2

０．全体の流れ

本紙にてご説明

⽔産庁から事前確認書の取得

経済産業省（農⽔産室）へ、
２号承認申請を⾏う。
（⽔産庁確認書添付）

経済産業省での審査を経て、
承認書が発⾏される。

問合せ先（⽔産庁）︓TEL︓03-3502-8479



3

１．WebNACCSへのログイン
https://web-prod.nac.naccs.jp/nwebau/WBN/WBN0WW01OE01SAction.do

お気に⼊り登録すると、簡単に
ページを開くことができます。

ログインするために、
・利⽤者ID
・パスワード
・業務カテゴリに「外為法関

連業務」
を⼊⼒⼜は選択。
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２．【新規申請作成】ボタンをクリックします。
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３．【輸⼊２号承認申請（さけ・ます 等）】を選択し、
【申請を開始する】ボタンをクリックします。
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４．申請の概要を確認し、【次へ】ボタンをクリックします。
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５．申請先窓⼝（農⽔産室）を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。
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６．申請者区分を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

輸⼊者（申請者本⼈）が申請する場合は本⼈を選択。

通関業者など申請者本⼈から委任を受け、委任⽤パスワード
を使⽤して申請者本⼈に代わって電⼦申請を⾏う場合は代理
申請者を選択。
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７－１．申請者情報が最新であることを確認し、【次へ】ボタンをクリックします。

本⼈を選択した場合 → ⼿順８に進みます。

申請者情報が表⽰されます。
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７－２－①．申請者情報が最新であることを確認し、【次へ】ボタンをクリックします。

代理申請者を選択した場合 → ⼿順７－２－②に進みます。

代理申請者情報が表⽰されます
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７－２－②．委任申請者の情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。
代理申請者を選択した場合 → ⼿順８に進みます。

申請者を選択
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８．申請担当者情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

事前に申請担当者情報を登録すれば、
【⾃動⼊⼒】ボタンから、簡単に⼊⼒
できます。
申請担当者情報の登録⽅法は次ページ。

申請担当者を選択
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（参考）申請担当者情報登録⽅法
①【汎⽤情報設定】ボタンをクリックし、【申請担当者情報】
ボタンをクリックします。

②申請担当者情報を⼊⼒し、登録ボタンをクリックします。
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９．取引内容情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

⼀覧参照をクリック。
「ＴＡ０３」さけ・ますを選択 → 決定ボタン

記載不要
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10．関税率表（HSコード上４桁）を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

ＨＳコードを⼊⼒。
例 ０３０４

複数のコードがある場合には、
追加ボタンを押下し、全ての
コードを⼊⼒
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11．商品情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

記載不要

記載不要

商品の名称を⼊⼒
例 紅鮭切⾝

⽔産庁への事前確認申請書に記載の商品名と同じとする事。

ポイント
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12．原産地情報を⼊⼒します。

記載不要

原産地情報を複数件⼊⼒する場合は、
【原産地を追加】ボタンをクリックします。

⼀覧参照をクリックし、検索条件に国名
を⼊⼒。検索ボタンをクリックすると検
索結果が表⽰される。
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13．船積地域情報を⼊⼒します。

選択⽅法は、原産地国コードの⼊⼒⽅法と
同様です。前のページを参照ください。

記載不要

記載不要
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14．取引明細情報の数量または⾦額を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

記載不要

対象貨物の数量をKG単位で記載してください。

記載不要

記載不要

記載不要

⾦額欄への⼊⼒は不要です。

ポイント
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15－①．申請理由等情報を⼊⼒します。

記載不要

記載不要

記載不要
次ページへ続く
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15－②．申請理由等情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

記載不要

記載不要

⽇本の港に到着する予定の⽇を⼊⼒してください。
例︓令和7年1⽉1⽇ ＝ 20250101
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16．交付形態を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。
原則として、【電⼦ライセンスの交付を希望する】を選択してください。
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17．必要書類をアップロードし、【次へ】ボタンをクリックします。

以下の資料等が必要になります。

・輸⼊承認申請理由書１通
・２号承認申請前の確認書（別紙様式１）（⽔産庁発⾏）
・当該貨物の輸⼊に係る契約書⼜はこれに類する書類
・当該貨物の数量、⾦額及び船積地域が確認できる書類
（インボイス、B／L等）

詳しくは以下のリンクからご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03
_import/08_sake/import-sakemasu.html

ポイント

ファイル添付は、ドラッグアンドドロップ または
ファイル選択ボタンからアップロードできます。
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18．申請内容を確認します。
内容を変更する場合は、【編集】ボタンをクリックします。変更が完了したら、【確認画⾯へ】ボタン
をクリックします。

プラスボタンを押すと、当該項⽬の
詳細内容を確認することが出来ます。

すべて開くボタンを押すと、全ての
項⽬の詳細内容が表⽰されます。
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19．【申請する】ボタンをクリックします。

20．整理番号を確認します。

1234567890
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21．本資料に関するお問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部
農⽔産室（企画担当）

電 話︓０３－３５０１－０５３２
メール︓bzl-nousuisan@meti.go.jp
９時半〜17時（12時から13時を除く。）
（⾏政機関の休⽇を除く。）

本資料の申請イメージは、輸出⼊・港湾関連情報処理センター株式会社（NACCSセンター）
作成のWebNACCS 操作説明書 （外為法関連業務）1.0版から引⽤しています。


